
長崎自
動車

道

208

385

264

264

34

385

263

48

48

21

31

31

佐賀市佐賀市

佐賀市

福岡市

三瀬村三瀬村

佐賀市
三瀬支所
佐賀市
三瀬支所

神埼市脊振総合支所神埼市脊振総合支所

吉野ヶ里町役場
東脊振庁舎
吉野ヶ里町役場
東脊振庁舎

飯町交差点飯町交差点

吉野ヶ里町役場
三田川庁舎
吉野ヶ里町役場
三田川庁舎

神埼市役所神埼市役所

神埼市
千代田総合支所
神埼市
千代田総合支所

佐賀市諸富支所佐賀市諸富支所

佐賀市佐賀市
諸富町諸富町

みやき町

上峰町

神埼市神埼市

吉野ヶ里町吉野ヶ里町

21

脊振広域
クリーンセンター
☎0952－51－9010

（昭和バス）鳥羽院入口
脊振広域
クリーンセンター
☎0952－51－9010

脊振広域
クリーンセンター
☎0952－51－9010

脊振広域クリーンセンターまでの距離
神埼市脊振総合支所より 約5.5㎞
飯町交差点より 約12.0㎞
神埼市役所より 約15.5㎞

脊振広域
クリーンセンター

看板

このカレンダーは再生紙を使用しています。

ごみの減量化に
努めましょう。

神埼市
ごみ収集カレンダー
神埼市
ごみ収集カレンダーごみ収集カレンダー
神埼市神埼市
ごみ収集カレンダー

平
成
23
年
度

平
成
23
年
度

神 埼 町神 埼 町



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
4  月 April

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

5  月 May

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

31

平成23年

収集日（月～金）が祝日の
場合でも収集します。

燃えるごみ
紙パック
トレイ

ペットボトル

新聞・広告
雑誌類
ダンボール

空缶・空ビン
燃えないごみ
有害ごみ

粗大ごみ

1

粗大ごみの出し方は
粗大ごみ一覧表をご覧ください。

ごみの減量化に
努めましょう。

平成23年度
ごみ収集カレンダー 当日の朝8時までに　  お出しください。

雑紙類
コピー用紙
菓子箱

５　区
Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ａ地区

Ａ地区
２　区
１　区
２　区

Ａ地区
２　区
１　区
６　区

Ａ地区

Ａ地区

Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

１　区
２　区

５・６区
１　区
２　区

Ｂ地区

Ａ地区 Ｂ地区

Ａ地区 Ｂ地区

Ａ地区 Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区 Ａ地区

Ａ地区

Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

２　区
１　区

５・６区

２　区
１　区

Ａ地区

Ａ地区

１　区
２　区

１　区
２　区



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
6  月 June

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

7  月 July

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

4

11

18

25

5

12

19

26

3

10

17

／

2
お問い合わせは／神埼市役所 保健環境課まで　 TEL 0952-37-0112（直通）　0952-52-1111（代表）

み
ご
る
え
燃

み
ご
る
え
燃 A地区

B地区

資

み
ご
源

み
ご
源
資燃

ご
い
な
え

みみ
ご
い
な
え
燃有
害

み
ご
み
ご
害
有

み
ご
大
粗

み
ご
大
粗
１区 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、協和町、西小津ヶ里、小津ヶ里

２区

５区

６区

横武、上六丁、下六丁、莞牟田、本告牟田（城原川西）、池辺田、山田、
鶴田、姉川上分、姉川下分、姉川東分、姉川西分、猪面、利田

永歌、大門、本堀、野目ヶ里、荒堅目、蔵戸、曽根ヶ里、神納、本告牟田（城原川東）

戸井土、尾崎東分、尾崎西分、岩田、唐香原、平山、伏部、野寄、野田、
川寄、柏原、二子、八子、城原、朝日

馬郡、石井ヶ里、右原、竹原、志波屋、三谷、東山、的、小渕、仁比山

３区
４区 出来町、大依、駅ヶ里、田道、駅通り、平ヶ里、犬の目、鶴西、鶴東

一丁目、二丁目（馬場川東）、本堀（村下団地除く）、出来町、神納、大依、
駅ヶ里、田道、駅通り、平ヶ里、鶴西、鶴東、馬郡、石井ヶ里、右原、竹原

二丁目（馬場川西）、三丁目、四丁目、協和町、西小津ヶ里、小津ヶ里、
永歌、大門、本堀（村下団地）、野目ヶ里、荒堅目、蔵戸、曽根ヶ里、横武、
上六丁、下六丁、戸井土、莞牟田、本告牟田、池辺田、山田、鶴田、
姉川上分、姉川下分、姉川東分、姉川西分、尾崎東分、尾崎西分、岩田、
唐香原、平山、猪面、伏部、利田、野寄、野田、川寄、柏原、犬の目、
二子、八子、城原、朝日、志波屋、三谷、東山、的、小渕、仁比山覧

一
名
区
地

の
域
区
集
収

24 31

Ｂ地区
３　区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ａ地区
２　区
１　区
１　区

Ａ地区
２　区
１　区
４　区

Ａ地区

Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

１　区
２　区

５・６区
１　区
２　区

Ｂ地区

Ａ地区

Ａ地区

Ｂ地区

Ａ地区 Ｂ地区

Ａ地区 Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区 Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

５・６区

Ａ地区

Ａ地区

２　区
１　区

２　区
１　区

Ａ地区

Ａ地区

１　区
２　区

１　区
２　区



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

収集日（月～金）が祝日の
場合でも収集します。

燃えるごみ
紙パック
トレイ

ペットボトル

新聞・広告
雑誌類
ダンボール

空缶・空ビン
燃えないごみ
有害ごみ

粗大ごみ
雑紙類
コピー用紙
菓子箱

粗大ごみの出し方は
粗大ごみ一覧表をご覧ください。

平成23年度
ごみ収集カレンダー

8  月 August

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

9  月 September

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

3

ごみの減量化に
努めましょう。

当日の朝8時までに　  お出しください。

３　区
Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ａ地区
２　区
１　区
１　区

Ａ地区
２　区
１　区
４　区

Ａ地区

Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

１　区
２　区

５・６区
１　区
２　区

５　区
Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ａ地区

Ａ地区
２　区
１　区
２　区

Ａ地区
２　区
１　区
６　区

Ａ地区

Ａ地区

Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

１　区
２　区

５・６区
１　区
２　区



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

お問い合わせは／神埼市役所 保健環境課まで　 TEL 0952-37-0112（直通）　0952-52-1111（代表）

み
ご
る
え
燃

み
ご
る
え
燃 A地区

B地区

資

み
ご
源

み
ご
源
資燃

ご
い
な
え

みみ
ご
い
な
え
燃有
害

み
ご
み
ご
害
有

み
ご
大
粗

み
ご
大
粗
１区 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、協和町、西小津ヶ里、小津ヶ里

２区

５区

６区

横武、上六丁、下六丁、莞牟田、本告牟田（城原川西）、池辺田、山田、
鶴田、姉川上分、姉川下分、姉川東分、姉川西分、猪面、利田

永歌、大門、本堀、野目ヶ里、荒堅目、蔵戸、曽根ヶ里、神納、本告牟田（城原川東）

戸井土、尾崎東分、尾崎西分、岩田、唐香原、平山、伏部、野寄、野田、
川寄、柏原、二子、八子、城原、朝日

馬郡、石井ヶ里、右原、竹原、志波屋、三谷、東山、的、小渕、仁比山

３区
４区 出来町、大依、駅ヶ里、田道、駅通り、平ヶ里、犬の目、鶴西、鶴東

一丁目、二丁目（馬場川東）、本堀（村下団地除く）、出来町、神納、大依、
駅ヶ里、田道、駅通り、平ヶ里、鶴西、鶴東、馬郡、石井ヶ里、右原、竹原

二丁目（馬場川西）、三丁目、四丁目、協和町、西小津ヶ里、小津ヶ里、
永歌、大門、本堀（村下団地）、野目ヶ里、荒堅目、蔵戸、曽根ヶ里、横武、
上六丁、下六丁、戸井土、莞牟田、本告牟田、池辺田、山田、鶴田、
姉川上分、姉川下分、姉川東分、姉川西分、尾崎東分、尾崎西分、岩田、
唐香原、平山、猪面、伏部、利田、野寄、野田、川寄、柏原、犬の目、
二子、八子、城原、朝日、志波屋、三谷、東山、的、小渕、仁比山覧

一
名
区
地

の
域
区
集
収

10  月 October

3

10

17

／

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

2

9

16

／

1

8

15

22

29

7

14

21

28

11  月 November

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

7

14

21

28

1

8

15

22

29

6

13

20

27

4

23 30 24 31

５　区
Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ａ地区

Ａ地区
２　区
１　区
２　区

Ａ地区
２　区
１　区
６　区

Ａ地区

Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

１　区
２　区

５・６区

１　区
２　区

Ａ地区 Ｂ地区

Ａ地区 Ｂ地区

Ａ地区 Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区 Ａ地区

Ａ地区

Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

２　区
１　区

５・６区

２　区
１　区

Ａ地区

Ａ地区

１　区
２　区

１区
２区



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

収集日（月～金）が祝日の
場合でも収集します。

燃えるごみ
紙パック
トレイ

ペットボトル

新聞・広告
雑誌類
ダンボール

空缶・空ビン
燃えないごみ
有害ごみ

粗大ごみ
雑紙類
コピー用紙
菓子箱

粗大ごみの出し方は
粗大ごみ一覧表をご覧ください。

平成23年度
ごみ収集カレンダー

12  月 December

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

1  月 January

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

31

●年末年始の収集日につきましてはご注意ください。

平成24年

5

ごみの減量化に
努めましょう。

当日の朝8時までに　  お出しください。

休

休

休 休
Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ａ地区

Ａ地区

Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

１・２区
１・２区

５・６区

２　区
１　区

Ａ地区

Ａ地区

１　区
２　区

３　区
Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ａ地区

Ｂ地区Ａ地区

Ａ地区
２　区
１　区
１　区

Ａ地区
２　区
１　区
４　区

Ａ地区

Ａ地区

５・６区
３・４区

３・４区
５・６区

３・４区

３・４区
５・６区

１　区
２　区

５・６区
１　区
２　区



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

お問い合わせは／神埼市役所 保健環境課まで　 TEL 0952-37-0112（直通）　0952-52-1111（代表）

み
ご
る
え
燃

み
ご
る
え
燃 A地区

B地区

資

み
ご
源

み
ご
源
資燃

ご
い
な
え

みみ
ご
い
な
え
燃有
害

み
ご
み
ご
害
有

み
ご
大
粗

み
ご
大
粗
１区 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、協和町、西小津ヶ里、小津ヶ里

２区

５区

６区

横武、上六丁、下六丁、莞牟田、本告牟田（城原川西）、池辺田、山田、
鶴田、姉川上分、姉川下分、姉川東分、姉川西分、猪面、利田

永歌、大門、本堀、野目ヶ里、荒堅目、蔵戸、曽根ヶ里、神納、本告牟田（城原川東）

戸井土、尾崎東分、尾崎西分、岩田、唐香原、平山、伏部、野寄、野田、
川寄、柏原、二子、八子、城原、朝日

馬郡、石井ヶ里、右原、竹原、志波屋、三谷、東山、的、小渕、仁比山

３区
４区 出来町、大依、駅ヶ里、田道、駅通り、平ヶ里、犬の目、鶴西、鶴東

一丁目、二丁目（馬場川東）、本堀（村下団地除く）、出来町、神納、大依、
駅ヶ里、田道、駅通り、平ヶ里、鶴西、鶴東、馬郡、石井ヶ里、右原、竹原

二丁目（馬場川西）、三丁目、四丁目、協和町、西小津ヶ里、小津ヶ里、
永歌、大門、本堀（村下団地）、野目ヶ里、荒堅目、蔵戸、曽根ヶ里、横武、
上六丁、下六丁、戸井土、莞牟田、本告牟田、池辺田、山田、鶴田、
姉川上分、姉川下分、姉川東分、姉川西分、尾崎東分、尾崎西分、岩田、
唐香原、平山、猪面、伏部、利田、野寄、野田、川寄、柏原、犬の目、
二子、八子、城原、朝日、志波屋、三谷、東山、的、小渕、仁比山覧
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TEL0952-37-0112（直通）　FAX0952-52-1120

TEL0952-51-9010　FAX0952-51-9012
脊振共同塵芥処理組合 事務局
（脊振広域クリーンセンター内）

神 埼 市 役 所
保 健 環 境 課  環 境 係

ごみ減量化推進の一環として下記のような事業を行っております。

詳細については下記、神埼市役所までお問い合わせください。

ごみ減量化推進補助金
家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化の促進を目的と
し、生ごみ処理容器等を購入する方に対して、予算の範囲内におい
て、その購入に係る費用の一部を補助します。

　神埼市内のごみ減量化促進団体および個人とし、予算の
範囲内において補助金を交付します。

　購入価格（消費税含む）の2分の１に相当する額で、１品目
毎に最高5,000円を限度とする。
（ただし、１品目毎の補助金額に１円未満の端数が生じた場合には、切

り捨てた額とします。）

補助対象者

補助金額

※補助を希望される際には、購入前に神埼市に申請が必要です。

神埼市では、各種団体が行う資源物集団回収事業に

の補助金を交付しています。１ｋｇあたり5円

（趣旨）
第１条　市長は、ごみの減量化対策として地域の新聞・雑誌等の回収による資源の有効利用及び

生活環境の清潔意識の向上を図るために、市民が参加する各種の団体において実施す
る新聞・雑誌等の集団回収事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付すること
とし、その補助金については神埼市補助金等交付規則（平成18年３月20日規則第44。以
下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところによる。

（補助金交付対象団体）
第２条　補助金交付の対象となる団体は、ごみの減量化に対し、よく理解し、定期的かつ継続的

にできる区、子供クラブ、地域婦人会及び老人クラブ等の公共的な団体で、あらかじめ、
神埼市資源物集団回収事業実施団体の登録申請書（様式第１号）を市長へ提出し、適当
と認められた団体（以下「交付対象団体」という。）とする。

　　　　なお、登録団体は、この要綱での実施団体とみなす。

（対象品目）
第３条　補助金交付の対象品目は、一般家庭から回収された新聞、雑誌、段ボール、チラシ類、空

き缶類(金属類)及び空き瓶類等のリサイクル可能な資源物（以下「新聞・雑誌等」とい
う。）とする。

（補助金の額）
第４条　補助金は、次のとおりとする。
　　　　(1)集団回収した重量１㎏につき５円を乗じて得た金額とする。
　　　　　ただし、当該金額に10円未満の端数があるとき又はその金額が10円未満であるとき

　は、その端数金額若しくは全額を切り捨てたものとする。
　　　　(2)補助金交付申請は、毎月末に締め切り審査を行い翌月に交付する。

神埼市資源物集団回収事業補助金交付要綱（抜粋）
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